
 

 

さいたま市告示第２１３号 
公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 
令和８年２月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

⑴ 所在地 さいたま市桜区道場４丁目３番１号 
⑵ 名 称 さいたま市地域中核施設プラザウエスト 

２ 指定管理者に指定する団体 
⑴ 所在地 さいたま市南区根岸１丁目７番１号 
⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 
⑶ 代表者 理事長 小島 正明 

３ 指定する期間 
  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所スポーツ文化局文化部文化振興課文化施設係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２２７ 

  


